
第２章　災害に強く安全安心なまちづくり

２－１ 防災体制の充実

２－１－１ 災害に強いまちづくり

・事業全体の内容 （事業期間：Ｒ 4 年度～Ｒ 5

年度

国県支出金 地方債 その他 一般財源 計

２－１－１ 災害に強いまちづくり

・事業全体の内容 （事業期間：Ｒ 5 年度～Ｒ 9

年度

国県支出金 地方債 その他 一般財源 計

Ｒ７ 16,000 16,000

Ｒ８ 30,000 30,000

Ｒ９ 20,000 20,000

２－１－１ 災害に強いまちづくり

・事業全体の内容 （事業期間：Ｒ 6 年度～Ｒ 9

年度

国県支出金 地方債 その他 一般財源 計

Ｒ７ 2,500 2,500

Ｒ８ 3,000 3,000

Ｒ９ 3,000 3,000

担当課

都市建設課

工事

Ｒ６

事業
担当課

Ｒ４
～Ｒ５

・事業実施の効果

災害に強いまちづくりの強化
災害に強いまちづくりの強化

事業の進捗・達成状況・今後の予定

令和４～５年度給水コンテナ、給水車の配備完了し、今後維持
管理を行っていきながら災害時に備えた。

事業費（千円）

内水氾濫対策事業
都市建設課

事業 飲料給水車、給水コンテナの整備
総務課

事業
内容

年度） 施策の方向性と理由

災害時の飲料水の確保（給水車・給水タンク整備）
参考：令和４年度給水コンテナ　1,653千円
　　　令和５年度給水車　　 　14,242千円

□継続　　□充実　　□縮小
□廃止　　■終了　　□新規

理由：

担当課

事業
内容

年度） 施策の方向性と理由

大雨により駒ケ嶺地区で内水氾濫が発生したことから、対策を講じる。

■継続　　□充実　　□縮小
□廃止　　□終了　　□新規

理由：

・事業実施の効果 台風などの大規模な自然災害
から住民の生命と財産を守る
ため。

道路の冠水、住宅への浸水被害を防ぎ、現在の住まいに安心して暮らすこと
ができる。

事業の進捗・達成状況・今後の予定

堆砂除却・堤体補修・除草の実施

堆砂除却・堤体補修・除草の実施

堆砂除却・堤体補修・除草の実施

・事業実施の効果

事業の進捗・達成状況・今後の予定

河川堆砂除却・堤体補修の実施。
事業費（千円）

河川の排水能力が確保できる。

工事

水路設計、用地測量、河川協議、用地取得

Ｒ５～
Ｒ９

河川・地形の現況測量、事前河川協議を実施。
事業費（千円）

事業
内容

年度） 施策の方向性と理由

町管理河川の維持・補修工事を実施し、適切な維持管理を行う。

■継続　　□充実　　□縮小
□廃止　　□終了　　□新規

理由：

施設の適切な維持管理によ
り、災害を防ぐため。

事業 河川維持事業
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２－１－１　災害に強いまちづくり

・事業全体の内容 （事業期間：Ｈ 23 年度～Ｒ 9

年度

国県支出金 地方債 その他 一般財源 計

Ｒ７ 660 340 1,000

Ｒ８ 660 340 1,000

Ｒ９ 660 340 1,000

２－１－１　災害に強いまちづくり

・事業全体の内容 （事業期間：Ｈ 23 年度～Ｒ 9

年度

国県支出金 地方債 その他 一般財源 計

Ｒ７ 117 6 137 260

Ｒ８ 117 6 137 260

Ｒ９ 117 6 137 260

２－１－１　災害に強いまちづくり

・事業全体の内容 （事業期間：Ｈ 31 年度～Ｒ 9

年度

国県支出金 地方債 その他 一般財源 計

Ｒ７ 150 50 200

Ｒ８ 150 50 200

Ｒ９ 150 50 200ブロック塀等撤去に対し助成事業を実施

耐震改修に対し助成事業を実施

事業の進捗・達成状況・今後の予定

Ｈ２３
～Ｒ６

耐震化促進のため募集を行った。
事業費（千円）

Ｈ３１
～Ｒ６

ブロック塀等の倒壊の被害防止のため募集を行った。
事業費（千円）

ブロック塀等撤去に対し助成事業を実施

ブロック塀等撤去に対し助成事業を実施

年度） 施策の方向性と理由

地震発生時等におけるブロック塀等の倒壊による被害を防止し安全を確保す
るため、ブロック塀等の撤去に対し補助金を交付する。

■継続　　□充実　　□縮小
□廃止　　□終了　　□新規

理由：

・事業実施の効果
ブロック塀等の倒壊の被害を
防止するために必要である。ブロック塀等の倒壊による被害の防止。

個人住宅耐震診断補助事業
担当課

都市建設課

事業
内容

年度） 施策の方向性と理由

・事業実施の効果 耐震基準に満たない住戸の耐
震改修を促進するために必要
である。耐震改修促進。

事業

事業 ブロック塀等撤去補助事業
担当課

事業の進捗・達成状況・今後の予定

住宅耐震診断１戸

住宅耐震診断１戸

都市建設課

事業
内容

・事業実施の効果 耐震基準に満たない住戸の耐
震改修を促進するために必要
である。耐震化促進。

事業の進捗・達成状況・今後の予定

住宅耐震診断１戸

事業 個人木造住宅耐震改修補助
担当課

都市建設課

事業
内容

年度） 施策の方向性と理由

耐震診断等において補強が必要な住宅に対し、耐震改修費の補助を行う。
耐震改修工事に要する費用の２分の１を補助。

■継続　　□充実　　□縮小
□廃止　　□終了　　□新規

理由：

旧耐震基準にて建築された木造住宅の倒壊による、人的被害の危険性が高い
ために耐震性を調査する。
耐震診断者の派遣に要する費用の額を助成。

■継続　　□充実　　□縮小
□廃止　　□終了　　□新規

理由：

Ｈ２３
～Ｒ６

耐震化促進のため募集を行った。
事業費（千円）

耐震改修に対し助成事業を実施

耐震改修に対し助成事業を実施
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２－１－１　災害に強いまちづくり

・事業全体の内容 （事業期間：Ｒ 3 年度～Ｒ 3

年度

国県支出金 地方債 その他 一般財源 計

Ｒ７

Ｒ８

Ｒ９

２－１－１　災害に強いまちづくり

・事業全体の内容 （事業期間：Ｒ 6 年度～Ｒ 9

年度

国県支出金 地方債 その他 一般財源 計

Ｒ７ 0

Ｒ８ 5,000 5,000

Ｒ９ 5,000 5,000

２－１－２ 地域防災力の向上

・事業全体の内容 （事業期間：Ｈ 23 年度～Ｒ 9

年度

国県支出金 地方債 その他 一般財源 計

Ｒ７ 150 150

Ｒ８ 150 150

Ｒ９ 150 150防災資機材の更新・新規購入

各地域の自主防災組織の防災活動の支援及び組織の育成強化。（防災訓練の
実施）

■継続　　□充実　　□縮小
□廃止　　□終了　　□新規

理由：

防災資機材の更新・新規購入

防災資機材の更新・新規購入

Ｈ２３
～Ｒ６

継続して防災資機材の更新、新規購入を行う。
事業費（千円）

事業 自主防災組織育成支援補助事業
担当課

総務課

事業
内容

年度） 施策の方向性と理由

・事業実施の効果
自主防災組織育成支援による
地域防災力の向上地域防災力の向上。

事業の進捗・達成状況・今後の予定

下水道施設の耐震化（調査・検討）

下水道施設の耐震化（調査・改築）

下水道施設の耐震化（調査・改築）

Ｒ３ 耐水化計画策定の結果、対策不要となった。
事業費（千円）

事業 下水道施設耐水化事業
担当課

・事業実施の効果
耐水化計画策定の結果、対策
不要となったため。災害時にも施設の機能維持。

事業の進捗・達成状況・今後の予定

都市建設課

事業
内容

年度） 施策の方向性と理由

新地浄化センターにおいて、台風等の災害により発生する浸水被害を防止す
るため耐水化計画を策定し、計画的な改築等を実施する。

□継続　　□充実　　□縮小
□廃止　　■終了　　□新規

理由：

事業の進捗・達成状況・今後の予定

Ｒ６ 上下水道耐震化計画策定
事業費（千円）

事業 上下水道施設耐震化事業
担当課

都市建設課

事業
内容

年度） 施策の方向性と理由

地震災害時において、水道と下水道の両方の機能確保することが重要なた
め、上下水道それぞれの管理者で調整し一体となった耐震化計画を策定し施
設の改築を図る。

■継続　　□充実　　□縮小
□廃止　　□終了　　□新規

理由：

・事業実施の効果
地震災害に強い施設の整備の
ため。耐震化促進。
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２－１－２ 地域防災力の向上

・事業全体の内容 （事業期間：Ｒ 6 年度～Ｒ 9

年度

国県支出金 地方債 その他 一般財源 計

Ｒ７ 2,970 2,970

Ｒ８ 2,970 2,970

Ｒ９ 2,970 2,970

２－１－２ 地域防災力の向上

・事業全体の内容 （事業期間：Ｈ 28 年度～Ｒ 9

年度

国県支出金 地方債 その他 一般財源 計

Ｒ７ 200 200

Ｒ８ 200 200

Ｒ９ 200 200

２－１－２ 地域防災力の向上

・事業全体の内容 （事業期間：Ｈ 28 年度～Ｒ 9

年度

国県支出金 地方債 その他 一般財源 計

Ｒ７ 265 265

Ｒ８ 265 265

Ｒ９ 265 265

Ｒ６
Ｒ３にシステムの更新を図り、以降、新システムの運用を行っ
ていく。

事業費（千円）

事業 災害に強い情報連携システム構築

事業
内容

年度） 施策の方向性と理由

小中学校における児童・生徒を対象とする防災教育や、防災センターにおけ
る町民を対象とする防災教育を実施する。

■継続　　□充実　　□縮小
□廃止　　□終了　　□新規

理由：

・事業実施の効果
災害情報の迅速な伝達体制の
整備一斉配信が行えることから短時間で多くの住民へ情報が伝達される。

事業の進捗・達成状況・今後の予定

災害に強い情報連携システムの運用

災害に強い情報連携システムの運用

災害に強い情報連携システムの運用

担当課

総務課

事業
内容

年度） 施策の方向性と理由

携帯電話、ＰＣを利用し災害情報等をメール配信、住民や職員参集の情報伝
達を迅速に行う。
全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）との連携

■継続　　□充実　　□縮小
□廃止　　□終了　　□新規

理由：

Ｈ２３
～Ｒ６

継続して、防災教育実施及び防災教育用品の更新を図った。
事業費（千円）

事業 小中学校・防災センターにおける防災教育の充実
担当課

消防庁、気象庁からの対処に時間的余裕のない事態に関する情報を人工衛星
を用いて、町の防災無線を自動起動させ住民に瞬時に伝達するシステムを運
用する。

■継続　　□充実　　□縮小
□廃止　　□終了　　□新規

理由：

総務課／教育総務課

小中学校生・一般町民への防災教育実施及び防災教育用品の更新

小中学校生・一般町民への防災教育実施及び防災教育用品の更新

小中学校生・一般町民への防災教育実施及び防災教育用品の更新

・事業実施の効果
防災教育による地域防災力の
向上自然災害に対する正しい理解と防災を学ぶことへの動機付け、災害文化を発

展・浸透させるなど、生き抜く力を育むことができる。

事業の進捗・達成状況・今後の予定

・事業実施の効果
警報等の情報を住民に伝達を
行う必要があるため。国民保護に関する情報、津波注意報、警報等の情報が瞬時に住民へ伝達され

る。

事業の進捗・達成状況・今後の予定

Ｊ－ＡＬＥＲＴシステムの保守業務

Ｊ－ＡＬＥＲＴシステムの保守業務

Ｊ－ＡＬＥＲＴシステムの保守業務

Ｈ２８
～Ｒ６

継続して、Ｊ－ＡＬＥＲＴシステムの保守業務を行う。
事業費（千円）

事業 全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）の運用
担当課

総務課

事業
内容

年度） 施策の方向性と理由
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２－１－２ 地域防災力の向上

・事業全体の内容 （事業期間：Ｈ 30 年度～Ｒ 9

年度

国県支出金 地方債 その他 一般財源 計

Ｒ７ 0

Ｒ８ 0

Ｒ９ 0

２－１－２ 地域防災力の向上

・事業全体の内容 （事業期間：Ｒ 7 年度～Ｒ 9

年度

国県支出金 地方債 その他 一般財源 計

２－１－３ 救急体制の充実

・事業全体の内容 （事業期間：Ｒ 7 年度～Ｒ 9

年度

国県支出金 地方債 その他 一般財源 計

Ｒ７ 0

Ｒ８ 0

Ｒ９ 0

事業 被災者などへの支援
担当課

保健福祉課／総務課／
都市建設課／町民生活課／税務課

事業
内容

年度） 施策の方向性と理由

Ｈ３０
～Ｒ６

継続して防災・減災対策のための事業及び防災力向上に係る事
業を行う。

事業費（千円）

事業 地域防災計画にもとづく事業実施
担当課

【平常時】大規模災害発生時に被災者のいち早い生活再建のため、各課連携
を密にして支援制度を整備する。併せて、広く周知する。
【災害時】マイナンバーによる罹災証明書のオンライン申請を活用し、速や
かに罹災証明書を発行する。

■継続　　□充実　　□縮小
□廃止　　□終了　　□新規

理由：

総務課

防災・減災対策のための事業及び防災力向上に係る事業

防災・減災対策のための事業及び防災力向上に係る事業

防災・減災対策のための事業及び防災力向上に係る事業

・事業実施の効果
防災減災対策による地域防災
力の向上様々な分野から防災減災対策に取り組み、地域防災力の向上を図る。

事業の進捗・達成状況・今後の予定

事業
内容

年度） 施策の方向性と理由

防災・減災対策のための事業及び防災力向上に係る事業の実施。
避難施設・避難路整備、津波・洪水・土砂災害等の水害対策、災害時応援協
定の推進など。

■継続　　□充実　　□縮小
□廃止　　□終了　　□新規

理由：

施策の方向性と理由

大規模災害発生時、避難所への医師派遣や救急体制の確保のため、平常時か
ら連携強化を図る。

■継続　　□充実　　□縮小
□廃止　　□終了　　□新規

理由：

・事業実施の効果
被災者のいち早い生活再建の
ため。平常時から支援制度を構築することにより、災害発生時に速やかに被災者の

生活再建が図られる。

事業の進捗・達成状況・今後の予定

Ｒ９

Ｒ８

Ｒ７
【平常時】被災者の生活再建支援制度の確認・再構築・周知
【災害時】速やかな罹災証明書の発行

【平常時】被災者の生活再建支援制度の確認・再構築・周知
【災害時】速やかな罹災証明書の発行

【平常時】被災者の生活再建支援制度の確認・再構築・周知
【災害時】速やかな罹災証明書の発行

0

継続して被災者の生活再建支援制度の確認・再構築を図る。
事業費（千円）

0

0

継続して医療機関との連携体制の確認を行う。
事業費（千円）

事業 医療機関との連携強化
担当課

総務課

医療機関との連携体制の確認

医療機関との連携体制の確認

医療機関との連携体制の確認

・事業実施の効果

災害発生時の医療体制を確保
平常時から連携強化を図り、災害発生時の医療体制を確保する。

事業の進捗・達成状況・今後の予定

事業
内容

年度）

5 ページ ２章



２－１－３ 救急体制の充実

・事業全体の内容 （事業期間：Ｒ 6 年度～Ｒ 9

年度

国県支出金 地方債 その他 一般財源 計

Ｒ７ 0

Ｒ８ 0

Ｒ９ 0

２－１－３ 救急体制の充実

・事業全体の内容 （事業期間：Ｈ 18 年度～Ｒ 9

年度

国県支出金 地方債 その他 一般財源 計

Ｒ７ 1,860 1,860

Ｒ８ 1,860 1,860

Ｒ９ 1,860 1,860

２－２ 犯罪や事故のないまちづくり

２－２－１ 生活安全環境の整備

・事業全体の内容 （事業期間：Ｈ 19 年度～Ｒ 9

年度

国県支出金 地方債 その他 一般財源 計

Ｒ７ 4,247 4,247

Ｒ８ 4,247 4,247

Ｒ９ 4,247 4,247

Ｒ６ 継続して要支援者名簿の更新、避難計画の作成を行う。
事業費（千円）

事業 避難行動要支援者名簿の更新
担当課

総務課／健康福祉課

事業
内容

年度） 施策の方向性と理由

災害時の避難等に役立てる、要支援者（一人暮らし高齢者、障がい者など）
情報の更新を図る。
避難行動要支援者個別計画（避難計画）の作成。

■継続　　□充実　　□縮小
□廃止　　□終了　　□新規

理由：

要支援者名簿の更新、避難計画の作成

要支援者名簿の更新、避難計画の作成

要支援者名簿の更新、避難計画の作成

・事業実施の効果
災害発生時の要支援者の安全
確保要支援者の情報を事前に把握し、災害発生時の速やかな避難誘導を図る。

事業の進捗・達成状況・今後の予定

事業 平日夜間救急診療事業
担当課

保健福祉課

事業
内容

年度） 施策の方向性と理由

相馬市と相馬市医師会の協力を得て、平成18年6月から公立相馬総合病院で
『平日夜間救急支援プラン』を実施。年々増加する地域の救急受診患者への
対応策として実施。平日夜間、公立相馬総合病院に設置された「平日夜間救
急室」に相馬市医師会の医師を交代で派遣し診察を行う。

■継続　　□充実　　□縮小
□廃止　　□終了　　□新規

理由：

・事業実施の効果

平日夜間の救急医療体制の充
実を図るため。救急受診患者への平日夜間診療の充実

事業の進捗・達成状況・今後の予定

Ｈ１８
～Ｒ６

相馬市医師会に依頼し、平日夜間救急診療を行った。
事業費（千円）

公立相馬総合病院での平日夜間救急診療の実施

公立相馬総合病院での平日夜間救急診療の実施

公立相馬総合病院での平日夜間救急診療の実施

事業の進捗・達成状況・今後の予定

Ｈ１９
～Ｒ６

会議や防犯活動を推進した。
事業費（千円）

生活の安全活動を推進

生活の安全活動を推進

事業 生活安全活動推進事業
担当課

町民生活課

生活の安全活動を推進

事業
内容

年度） 施策の方向性と理由

犯罪の被害に遭わないように、生活安全に対する意識向上の活動。
犯罪や事故を、未然に防止するための活動。

■継続　　□充実　　□縮小
□廃止　　□終了　　□新規

理由：

・事業実施の効果
生活安全に対する意識の向上
のため。防犯意識の改善及び向上。
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２－２－２　防犯対策の推進

・事業全体の内容 （事業期間：Ｓ 45 年度～Ｒ 9

年度

国県支出金 地方債 その他 一般財源 計

Ｒ７ 0

Ｒ８ 0

Ｒ９ 0

２－２－２　防犯対策の推進

・事業全体の内容 （事業期間：Ｓ 45 年度～Ｒ 9

年度

国県支出金 地方債 その他 一般財源 計

Ｒ７ 2,000 2,000

Ｒ８ 2,000 2,000

Ｒ９ 2,000 2,000

２－２－２　防犯対策の推進

・事業全体の内容 （事業期間：Ｒ 3 年度～Ｒ 9

年度

国県支出金 地方債 その他 一般財源 計

Ｒ７ 335 335

Ｒ８ 335 335

Ｒ９ 335 335

理由：

・事業実施の効果

防犯灯の維持管理のため。
町内の犯罪防止。

事業の進捗・達成状況・今後の予定

防犯灯の整備

新地町防犯協会補助事業

防犯運動の推進、防犯灯の維持

事業
内容

年度） 施策の方向性と理由

地区防犯協会や警察と協力し、防犯運動の推進。
防犯灯の修繕や、木柱等の古い防犯灯柱の交換。

■継続　　□充実　　□縮小
□廃止　　□終了　　□新規

理由：

・事業実施の効果

防犯灯の維持管理のため。
町内の犯罪防止。

防犯運動の推進、防犯灯の維持

防犯灯の整備

防犯灯の整備

Ｒ３～
Ｒ６

防犯灯新規設置を行った。
事業費（千円）

防犯運動の推進、防犯灯の維持

事業 防犯灯整備事業
担当課

町民生活課

事業
内容

年度） 施策の方向性と理由

各行政区から要望を取りまとめ、必要と思われる場所に防犯灯を設置する。
■継続　　□充実　　□縮小
□廃止　　□終了　　□新規

Ｓ４５
～Ｒ６

防犯灯球切れに対し、ＬＥＤ化を行った。
事業費（千円）

Ｓ４５
～Ｒ６

防犯広報誌「しゃくなげ」全戸配布を行った。
事業費（千円）

事業 相馬警察署や各行政区・地区等との連携事業
担当課

町民生活課

事業
内容

年度） 施策の方向性と理由

相馬警察署からの防犯広報紙「しゃくなげ」を、全戸配付。
福田地区の防犯・交通安全パレードへの参加協力。

■継続　　□充実　　□縮小
□廃止　　□終了　　□新規

担当課

町民生活課

理由：

・事業実施の効果

防犯対策推進を図るため。
防犯意識の改善及び向上。

事業の進捗・達成状況・今後の予定

警察署や行政区・地区等との連携

警察署や行政区・地区等との連携

警察署や行政区・地区等との連携

事業

事業の進捗・達成状況・今後の予定
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２―２―２　犯罪被害者見舞金

・事業全体の内容 （事業期間：Ｒ 7 年度～Ｒ 9

年度

国県支出金 地方債 その他 一般財源 計

Ｒ７ 550 550 1,100

Ｒ８ 550 550 1,100

Ｒ９ 550 550 1,100

２－２－３ 交通安全対策の推進

・事業全体の内容 （事業期間：Ｒ 3 年度～Ｒ 9

年度

国県支出金 地方債 その他 一般財源 計

Ｒ７ 1,030 1,030

Ｒ８ 1,030 1,030

Ｒ９ 1,030 1,030

２－２－３ 交通安全対策の推進

・事業全体の内容 （事業期間：Ｒ 3 年度～Ｒ 9

年度

国県支出金 地方債 その他 一般財源 計

Ｒ７ 450 450

Ｒ８ 450 450

Ｒ９ 450 450

Ｒ３～
Ｒ６

各期交通安全運動等、各種団体と協力し交通安全運動を行っ
た。

事業費（千円）

交通安全施設の整備維持

事業
内容

年度） 施策の方向性と理由

各行政区から要望に対し、カーブミラー修繕及び必要箇所への設置工事。ま
た、横断歩道や信号の要望があれば、県や警察に対し要望申請。

町交通対策協議会への補助

町交通対策協議会への補助

町交通対策協議会への補助

交通安全施設の整備維持

事業 交通対策協議会補助事業
担当課

町民生活課

事業
内容

年度） 施策の方向性と理由

各交通関係団体と協力し、町内全体の交通安全運動を推進。

■継続　　□充実　　□縮小
□廃止　　□終了　　□新規

理由：

・事業実施の効果
交通安全対策を実施し、交通
事故発生件数を減らすため。町民の交通安全に対する意識改善及び、向上。

事業の進捗・達成状況・今後の予定

事業費（千円）

事業 交通安全施設整備事業
担当課

町民生活課

■継続　　□充実　　□縮小
□廃止　　□終了　　□新規

理由：

・事業実施の効果
交通安全対策を実施し、交通
事故発生件数を減らすため。町内の事故発生件数の減少。

事業の進捗・達成状況・今後の予定

Ｒ３～
Ｒ６

カーブミラー設置及び修繕を行った。
止まれ標識の路面標示が薄い場所の再標示要望を行った。

事業
内容

年度） 施策の方向性と理由

犯罪被害者等見舞金支援

犯罪被害者等が、再び日常生活を営むことができるよう社会全体で支えあ
う。

□継続　　□充実　　□縮小
□廃止　　□終了　　■新規

理由：

・事業実施の効果 再び平穏な生活を営むことが
できるよう支援を適時適切に
途切れることなく受けること
ができるようにするため。

支援を途切れることなく受けることができる。

事業の進捗・達成状況・今後の予定

交通安全施設の整備維持

犯罪被害者等見舞金支援

事業費（千円）

犯罪被害者等見舞金支援

事業 　犯罪被害者見舞金支給事業
担当課

町民生活課
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２－２－３ 交通安全対策の推進

・事業全体の内容 （事業期間：Ｈ 30 年度～Ｒ 9

年度

国県支出金 地方債 その他 一般財源 計

Ｒ７ 495 495

Ｒ８ 495 495

Ｒ９ 495 495

２－２－３ 交通安全対策の推進

・事業全体の内容 （事業期間：Ｒ 6 年度～Ｒ 9

年度

国県支出金 地方債 その他 一般財源 計

Ｒ７ 50 50

Ｒ８ 50 50

Ｒ９ 50 50

２－２－３ 交通安全対策の推進

・事業全体の内容 （事業期間：Ｒ 6 年度～Ｒ 9

年度

国県支出金 地方債 その他 一般財源 計

Ｒ７ 500 500

Ｒ８ 500 500

Ｒ９ 500 500

高齢者等運転免許証自主返納支援事業

高齢者等運転免許証自主返納者への支援

事業
内容

年度） 施策の方向性と理由

・運転免許証返納者に対してタクシー助成事業「しんちゃんタクシー」の利
用券３３枚を交付する。

■継続　　□充実　　□縮小
□廃止　　□終了　　□新規

理由：

・事業実施の効果 高齢者の交通事故防止及び免
許返納者の移動手段確保のた
め。

運転免許証返納後の日常生活における利便性を確保するとともに、高齢者等
の運転による交通事故防止を図る。

事業の進捗・達成状況・今後の予定

Ｈ３０
～Ｒ６

免許返納者へ利用券の交付を行った。
事業費（千円）

高齢者等運転免許証自主返納者への支援

Ｒ６ 損害賠償保険加入者に対する助成を行った。
事業費（千円）

事業
内容

年度） 施策の方向性と理由

小中高の児童生徒の自転車損害賠償保険加入者に対して、加入金額の一部を
助成する。

■継続　　□充実　　□縮小
□廃止　　□終了　　□新規

理由：

・事業実施の効果
自転車乗車時の損害賠償保険
加入率向上のため。

事業費（千円）

損害賠償保険加入者に対する助成

損害賠償保険加入者に対する助成

担当課

町民生活課

事業 自転車損害賠償保険等加入費助成事業
担当課

町民生活課

高齢者等運転免許証自主返納者への支援

理由：

・事業実施の効果
自転車乗車時のヘルメット着
用率向上のため。

事業 ヘルメット購入助成事業
担当課

町民生活課

事業
内容

年度） 施策の方向性と理由

小中高の児童生徒のヘルメット購入者に対して、購入金額の一部を助成す
る。

■継続　　□充実　　□縮小
□廃止　　□終了　　□新規

自転車乗車時のヘルメット着用率向上。

事業の進捗・達成状況・今後の予定

Ｒ６ ヘルメット購入者に対する助成を行った。

損害賠償保険加入者に対する助成

自転車乗車時の損害賠償保険加入率向上。

事業の進捗・達成状況・今後の予定

事業

ヘルメット購入者に対する助成

ヘルメット購入者に対する助成

ヘルメット購入者に対する助成
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２－２－３ 交通安全対策の推進

・事業全体の内容 （事業期間：Ｒ 3 年度～Ｒ 9

年度

国県支出金 地方債 その他 一般財源 計

Ｒ７ 0

Ｒ８ 0

Ｒ９ 0

２－２－３ 交通安全対策の推進

・事業全体の内容 （事業期間：Ｒ 6 年度～Ｒ 9

年度

国県支出金 地方債 その他 一般財源 計

Ｒ７ 122,419 90,100 12,461 224,980

Ｒ８ 71,500 52,600 8,300 132,400

Ｒ９ 71,500 52,600 8,300 132,400

２－２－４ 消費者対策の充実

・事業全体の内容 （事業期間：Ｒ 3 年度～Ｒ 9

年度

国県支出金 地方債 その他 一般財源 計

Ｒ７ 0

Ｒ８ 0

Ｒ９ 0

事業 新地町通学路安全推進会議・通学路交通安全プログラム

事業
内容

年度） 施策の方向性と理由

通学路の安全確保に向けて、関係機関で組織された「通学路安全推進会議」
を複数年に１回開催し、通学路交通安全プログラムに基づき、合同点検の実
施とその効果検証を継続して取り組む。

■継続　　□充実　　□縮小
□廃止　　□終了　　□新規

通学路安全確保のためのＰＤＣ
Ａサイクルとして、繰り返し継
続して取り組む必要がある。通学路の安全性の向上。

理由：

担当課

教育総務課／都市建設課／町民生活課

歩道設置（駒ケ嶺新地線、駒ケ嶺停車場高田線）、側溝蓋掛（町内各地)

歩道設置（駒ケ嶺新地線、駒ケ嶺停車場高田線）、側溝蓋掛（町内各地)

歩道設置（駒ケ嶺新地線、駒ケ嶺停車場高田線）、側溝蓋掛（町内各地)

・事業実施の効果
児童生徒などを交通事故から
守るため。歩道等の整備により通行する車や歩行者それぞれの安全・安心が確保され

る。

事業の進捗・達成状況・今後の予定

事業費（千円）
Ｒ６

新たに駒ケ嶺新地線(170ｍ)､駒ケ嶺停車場高田線(1070m)の歩
道が完成し､安全安心な通行が可能となった。

事業 歩道等整備事業（再掲2-3-1）
担当課

都市建設課

事業
内容

年度） 施策の方向性と理由

児童生徒の通学の安全を確保するため、緊急性の高い通学路の歩道整備を行
う。また、通学路やヒヤリハット交差点、急勾配・幅員が狭小な道路を中心
に必要箇所にＵ字溝の蓋掛けを行う。

■継続　　□充実　　□縮小
□廃止　　□終了　　□新規

理由：

・事業実施の効果

通学路合同点検の対策の検討･実施

通学路合同点検の実施、対策の検討と実施、効果検証

通学路合同点検の対策の検討と実施、効果検証

Ｒ３～
Ｒ６

国の通学路緊急点検が終了したことから、令和５年度に実施した
「通学路安全推進会議」の合同点検を受けて対策を実施した。

事業費（千円）

事業の進捗・達成状況・今後の予定

事業
内容

年度） 施策の方向性と理由

消費者トラブルや、くらしの中の事故等について、相談対応業務。

■継続　　□充実　　□縮小
□廃止　　□終了　　□新規

理由：

・事業実施の効果
町民の消費生活の不安解消の
ため。クーリングオフの相談対応。福島県消費生活センターへの案内。

消費生活等の相談対応

町民生活課
啓発相談活動

担当課
事業

事業の進捗・達成状況・今後の予定

Ｒ３～
Ｒ６

消費生活相談に対応し、必要に応じて福島県消費生活センター
に確認を行った。

事業費（千円）

消費生活等の相談対応

消費生活等の相談対応
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２－２－４ 消費者対策の充実

・事業全体の内容 （事業期間：Ｒ 4 年度～Ｒ 9

年度

国県支出金 地方債 その他 一般財源 計

Ｒ７ 167 167

Ｒ８ 167 167

Ｒ９ 167 167

２－２－４ 消費者対策の充実

・事業全体の内容 （事業期間：Ｒ 3 年度～Ｒ 9

年度

国県支出金 地方債 その他 一般財源 計

Ｒ７ 0

Ｒ８ 0

Ｒ９ 0

２－３ 交通体系の充実

２－３－１ 道路網の確立

・事業全体の内容 （事業期間：Ｒ 7 年度～Ｒ 9

年度

国県支出金 地方債 その他 一般財源 計

Ｒ７ 4,983 4,400 7,333 16,716

Ｒ８ 10,000 9,000 7,750 26,750

Ｒ９ 10,000 9,000 7,750 26,750

無料法律相談所を単独費事業で月1回開設

無料法律相談所を単独費事業で月1回開設

担当課

町民生活課

事業
内容

年度） 施策の方向性と理由

福島県弁護士会相馬支部所属弁護士による生活に関する悩み相談や支援制度
の紹介等を実施。

■継続　　□充実　　□縮小
□廃止　　□終了　　□新規

無料法律相談所を単独費事業で月1回開設

理由：

・事業実施の効果
町民の消費生活の不安解消の
ため。消費生活等の悩みに対して、弁護士の立場から解決方法を探る。

事業の進捗・達成状況・今後の予定

事業の進捗・達成状況・今後の予定

Ｒ３～
Ｒ６

事業 情報モラル教育（再掲5-2-1）
担当課

教育総務課

事業
内容

年度） 施策の方向性と理由

学校教育を通じてＰＴＡと連携し、児童生徒や保護者へ情報モラルの啓発を
図る。（メディアコントロールの取り組み）

Ｒ４～
Ｒ６

相談希望者のとりまとめを行い、弁護士相談を行った。
事業費（千円）

事業 無料法律相談の実施

メディアコントロールの取り組み  保護者向け講演会の実施

メディアコントロールの取り組み  保護者向け講演会の実施

メディアコントロールの取り組み  保護者向け講演会の実施

情報モラル教育の充実を図る
ため継続して取り組む。児童生徒が情報に対する個人の責任を理解する。情報化社会において生きて

いくために必要な情報モラルを高める。

学校教育を通じてＰＴＡと連携し、児童生徒や保護者へ情報モラル
の啓発やアンケート実施し、情報モラルの意識高揚を図った。

事業費（千円）

■継続　　□充実　　□縮小
□廃止　　□終了　　□新規

理由：

・事業実施の効果

浜北大坂下線ほか路線の道路整備を進めた。

事業 道路改良事業

事業の進捗・達成状況・今後の予定

担当課

都市建設課

事業
内容

年度） 施策の方向性と理由

生活道路である町道の道路改良事業や緊急性の高い通学路を中心に歩道の設
置工事を行う。

■継続　　□充実　　□縮小
□廃止　　□終了　　□新規

理由：

・事業実施の効果 未改良の道路を整備し町民の
通行利便の向上と歩行者の安
全を確保するため。

生活道路の改良・舗装及び歩道設置により、車や歩行者が安全で快適に生活
できる。

集落内道路改良舗装工事（浜北大坂下線ほか局部改良）

集落内道路改良舗装工事（浜北大坂下線ほか局部改良）

事業費（千円）

集落内道路改良舗装工事（浜北大坂下線ほか局部改良）
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２－３－１ 道路網の確立

・事業全体の内容 （事業期間：Ｒ 7 年度～Ｒ 9

年度

国県支出金 地方債 その他 一般財源 計

Ｒ７ 0

Ｒ８ 0

Ｒ９ 0

２－３－１ 道路網の確立

・事業全体の内容 （事業期間：Ｒ 7 年度～Ｒ 9

年度

国県支出金 地方債 その他 一般財源 計

Ｒ７ 122,419 90,100 12,461 224,980

Ｒ８ 71,500 52,600 8,300 132,400

Ｒ９ 71,500 52,600 8,300 132,400

２－３－２ 公共交通の充実

・事業全体の内容 （事業期間：H 16 年度～Ｒ 9

年度

国県支出金 地方債 その他 一般財源 計

歩道設置（駒ケ嶺新地線、駒ケ嶺停車場高田線）、側溝蓋掛（町内各地)

歩道設置（駒ケ嶺新地線、駒ケ嶺停車場高田線）、側溝蓋掛（町内各地)

歩道設置（駒ケ嶺新地線、駒ケ嶺停車場高田線）、側溝蓋掛（町内各地)

事業 常磐自動車道及び国道及び主要地方道及び一般県道の整備促進要望活動
担当課

都市建設課

歩道等の整備により通行する車や歩行者それぞれの安全・安心が確保され
る。

事業の進捗・達成状況・今後の予定

■継続　　□充実　　□縮小
□廃止　　□終了　　□新規

事業
内容

年度） 施策の方向性と理由

児童生徒の通学の安全を確保するため、緊急性の高い通学路の歩道整備を行
う。また、通学路やヒヤリハット交差点、急勾配・幅員が狭小な道路を中心
に必要箇所にＵ字溝の蓋掛けを行う。 理由：

・事業実施の効果
児童生徒などを交通事故から
守るため。

事業

年度） 施策の方向性と理由

交通渋滞緩和や医療・物流の効率化、広域観光の推進が図られ、安全走行性
が確保される。

事業
内容

新たに駒ケ嶺新地線(170ｍ)､駒ケ嶺停車場高田線(1070m)の歩
道が完成し､安全安心な通行が可能となった。

事業費（千円）

歩道等整備事業（再掲2-2-3）
担当課

都市建設課

常磐自動車道（広野ＩＣ～山元ＩＣの４車線化）、国道６号（小川地区交通安全対
策、相馬バイパス４車線化）、１１３号（４車線化、登坂車線設置（強靭化））、
県道金山新地停車場線（福田地区拡幅）、相馬新地線（駒ケ嶺地区交差点改良）、
赤柴中島線（歩道設置）の整備促進を継続的に要望。

事業の進捗・達成状況・今後の予定

常磐道山元町内区間の４車線化が事業化､国道６号の国交省要
望活動実施、他路線の要望の実施。

事業費（千円）

常磐自動車道（４車線化）、国道６号・113号（交差点安全対策、歩道設
置、４車線化等）、及び県道（金山新地停車場線、相馬新地線等）の整備促
進を図るため、関係機関と要望活動を行う。

・事業実施の効果 移動の円滑化及び安全性が向
上等、快適なまちになるた
め。

■継続　　□充実　　□縮小
□廃止　　□終了　　□新規

理由：

・事業実施の効果 町民等の利便性向上のため、
令和６年度より新たな地域公
共交通を開始した。

施策の方向性と理由

路線バスに代わる新たな交通システムとして平成１６年１０月から運行。
新たな公共交通制度として、タクシー助成事業「しんちゃんタクシー」、町内循環
コミュニティバス事業「しんちゃんバス」を令和６年７月より運行を開始した。

□継続　　■充実　　□縮小
□廃止　　□終了　　□新規

理由：

46,609 46,609

事業 「タクシー助成事業」、「コミュニティバス事業」

町民の移動手段の確保。

事業の進捗・達成状況・今後の予定

Ｈ１６
～Ｒ６

「デマンド」「拠点通過路線」運行を実施、運行状況の調査、しんちゃんGO
新制度への運行見直し検討、関係機関との調整、地域公共交通会議４回開
催。

事業費（千円）

担当課

企画政策課

Ｒ７

Ｒ８

Ｒ９

タクシー助成事業「しんちゃんタクシー」、町内循環型コミュニティバス
「しんちゃんバス」の継続運行

タクシー助成事業「しんちゃんタクシー」、町内循環型コミュニティバス
「しんちゃんバス」の継続運行

タクシー助成事業「しんちゃんタクシー」、町内循環型コミュニティバス
「しんちゃんバス」の継続運行

事業
内容

年度）

46,609

46,609

46,609

46,609
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２－３－２ 公共交通の充実

・事業全体の内容 （事業期間：Ｒ 3 年度～Ｒ 9

年度

国県支出金 地方債 その他 一般財源 計

Ｒ７ 31 31

Ｒ８ 31 31

Ｒ９ 31 31

２－３－２ 公共交通の充実

・事業全体の内容 （事業期間：Ｒ 3 年度～Ｒ 9

年度

国県支出金 地方債 その他 一般財源 計

Ｒ７ 0

Ｒ８ 0

Ｒ９ 0

２－４ 地域環境の保全

２－４－１ 環境負荷の軽減

・事業全体の内容 （事業期間：Ｒ 3 年度～Ｒ 9

年度

国県支出金 地方債 その他 一般財源 計

Ｒ７ 4,169 4,169

Ｒ８ 4,169 4,169

Ｒ９ 4,169 4,169

高速バスを利用した地域間経済活動の活性化
高速バスを利用した沿線観光の活性化

要望活動

要望活動

新型コロナウイルス感染症の影響から４年以上が経過し、少しずつ以前の利用状況に戻りつ
つあるが、依然として厳しい状況が続いて令和６年度要望活動の時点では、前向きな回答が
難しい状況である。

事業の進捗・達成状況・今後の予定

民間バス運行業者との意見交換（東京方面への運行・仙台方面の増便）

民間バス運行業者との意見交換（東京方面への運行・仙台方面の増便）

民間バス運行業者との意見交換（東京方面への運行・仙台方面の増便）

事業 高速バス路線運行要望活動

Ｒ３～
Ｒ６

新地インターチェンジバスストップを設置・民間バス運行を働
きかける。

事業費（千円）

事業の進捗・達成状況・今後の予定

担当課

企画政策課

事業
内容

年度） 施策の方向性と理由

常磐自動車道や東北中央自動車道・相馬福島道路の高速バス路線を利用した交流人口の増
大、地域間経済活動や沿線観光の活性化をめざす。現在仙台方面へのバスは運行している
が、東京方面、仙台空港、県内各地を連絡する高速バス路線の開設に向け、関係機関に働き
かけを行う。

■継続　　□充実　　□縮小
□廃止　　□終了　　□新規

理由：

・事業実施の効果
地域経済の活性化
周辺観光の支援

事業
内容

要望活動

年度）

Ｒ３～
Ｒ６

要望活動
事業費（千円）

施策の方向性と理由

ＪＲ常磐線については、令和２年３月１４日に全線再開し、新地町のさらな
る復興の加速化を図り、また、ニーズに応じたサービスの向上を図る必要が
あるため、要望活動を行う。

■継続　　□充実　　□縮小
□廃止　　□終了　　□新規

理由：

・事業実施の効果

ＪＲ利用者利便性の向上。

事業 ＪＲ常磐線要望活動
担当課

企画政策課

プラスチック容器包装ごみの分別収集

事業の進捗・達成状況・今後の予定

事業 再商品合理化拠出金制度の利用
担当課

町民生活課

事業
内容

年度） 施策の方向性と理由

プラスチック製容器包装ごみを日本容器包装リサイクル協会を通じてリサイ
クルし、その分別の品質や量により、単価低減市町村の対象となった場合に
拠出金が支払われる。

■継続　　□充実　　□縮小
□廃止　　□終了　　□新規

理由：

・事業実施の効果 ごみの分別収集を行うことに
より廃棄ごみ排出量の総量が
減少するため。分別リサイクルを行う事により焼却ごみの削減を行った。

Ｒ３～
Ｒ６

福田、新地、駒ケ嶺各地区毎月３回収集を実施。
事業費（千円）

プラスチック容器包装ごみの分別収集

プラスチック容器包装ごみの分別収集
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２－４－１ 環境負荷の軽減

・事業全体の内容 （事業期間：Ｒ 3 年度～Ｒ 9

年度

国県支出金 地方債 その他 一般財源 計

Ｒ７ 1,628 1,628

Ｒ８ 1,127 1,127

Ｒ９ 1,127 1,127

２－４－１ 環境負荷の軽減

・事業全体の内容 （事業期間：H 23 年度～Ｒ 6

年度

国県支出金 地方債 その他 一般財源 計

Ｒ７ 600 600

Ｒ８ 600 600

Ｒ９ 600 600

２－４－１ 環境負荷の軽減

・事業全体の内容 （事業期間：Ｈ 25 年度～Ｒ 9

年度

国県支出金 地方債 その他 一般財源 計

Ｒ７ 0

Ｒ８ 0

Ｒ９ 0

事業 啓発活動
担当課

町民生活課

事業
内容

年度） 施策の方向性と理由

ごみ収集カレンダーやごみの分け方・出し方のパンフレット等によるリサイ
クル等の推進、広報紙やホームページの活用による啓発を行う。

■継続　　□充実　　□縮小
□廃止　　□終了　　□新規

施設の延命化や資源の有効利用につながっている。

ごみの減量化、分別の徹底、資源化の推進

ごみの減量化、分別の徹底、資源化の推進

事業の進捗・達成状況・今後の予定

ごみの減量化、分別の徹底、資源化の推進

理由：

・事業実施の効果 ごみの分別収集を行うことに
より廃棄ごみ排出量の総量が
減少するため。

補助件数（見込み５戸）

事業 住宅用太陽光発電システム設置費補助事業

一般住宅への太陽光発電システムの導入促進

町内の住宅における自然エネルギーの利用拡大とエネルギーの地産地消を推
進し、持続可能な環境都市の暮らしを実現するため、住宅用太陽光発電シス
テムの設置に要する経費の一部を補助金を交付した。

事業費（千円）

事業の進捗・達成状況・今後の予定

Ｈ２３
～Ｒ６

企画政策課

事業
内容

年度） 施策の方向性と理由

町内の住宅における自然エネルギーの利用拡大とエネルギーの地産地消を推
進し、持続可能な環境都市の暮らしを実現するため、住宅用太陽光発電シス
テムの設置に要する経費の一部を補助する。

■継続　　□充実　　□縮小
□廃止　　□終了　　□新規

・事業実施の効果
再生可能エネルギーの普及促
進のため

担当課

補助件数（見込み５戸）

補助件数（見込み５戸）

Ｒ３～
Ｒ６

ごみカレンダーは毎年３月に全戸配布。転入者には届出時手渡
している。

事業費（千円）

理由：

小中学校の環境エネルギー学習の実施

小中学校の環境エネルギー学習の実施

事業の進捗・達成状況・今後の予定

Ｒ３～
Ｒ６

体験型環境エネルギー学習を通して、自然エネルギーに関する
教育とＳＤＧｓの意識向上に繋げた。

事業費（千円）

小中学校の環境エネルギー学習の実施

事業 小中学校環境エネルギー教育事業（再掲4-2-1）
担当課

教育総務課

事業
内容

年度） 施策の方向性と理由

国立環境研究所や東京大学大学院と連携して、総合学習の時間を活用した環
境エネルギー勉強会を開催するとともに、新地エネルギーセンターの視察見
学なども実施し、自然エネルギーに関する教育とＳＤＧｓの意識啓発に取り
組む。

■継続　　□充実　　□縮小
□廃止　　□終了　　□新規

理由：

・事業実施の効果 環境教育の充実に効果があ
り、継続した取り組みが必
要。環境エネルギー教育の充実化と児童生徒のＳＤＧｓ意識の向上。
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２－４－２ 環境美化の推進

・事業全体の内容 （事業期間：Ｒ 3 年度～Ｒ 9

年度

国県支出金 地方債 その他 一般財源 計

Ｒ７ 706 706

Ｒ８ 706 706

Ｒ９ 706 706

２－４－２ 環境美化の推進

・事業全体の内容 （事業期間：Ｒ 3 年度～Ｒ 9

年度

国県支出金 地方債 その他 一般財源 計

Ｒ７ 348 348

Ｒ８ 348 348

Ｒ９ 348 348

２－４－２ 環境美化の推進

・事業全体の内容 （事業期間：Ｒ 3 年度～Ｒ 9

年度

国県支出金 地方債 その他 一般財源 計

Ｒ７ 1,784 1,784

Ｒ８ 1,784 1,784

Ｒ９ 1,784 1,784

Ｒ３～
Ｒ６

町内17箇所、地下水5箇所、一般廃棄物最終処分場の水質検査
を行った。

事業費（千円）

事業 公共水域水質調査事業
町民生活課

町内河川等の水質調査を実施

事業の進捗・達成状況・今後の予定

Ｒ３～
Ｒ６

一斉環境美化は毎年３月全世帯で実施し、不法投棄撤収は９月
～１２月の間希望地区のみ実施。

事業費（千円）

町民の環境美化意識の向上と維持を目的として町内一斉清掃を実施

町民の環境美化意識の向上と維持を目的として町内一斉清掃を実施

町民の環境美化意識の向上と維持を目的として町内一斉清掃を実施

事業 不法投棄監視員
担当課

町民生活課

事業 環境美化推進事業、不法投棄撤収事業
担当課

町民生活課

事業
内容

年度） 施策の方向性と理由

町内一斉の環境美化運動、多量に廃棄物が不法に投棄されている箇所を一掃
する不法投棄撤収事業において、町民との協力により快適な環境の町づくり
の一環として行っている。

■継続　　□充実　　□縮小
□廃止　　□終了　　□新規

理由：

・事業実施の効果
不法投棄ごみを収集し快適な
環境の保持するため。町内の不法投棄等のごみの削減と、ごみのポイ捨て禁止の意識高揚。

理由：

・事業実施の効果
不法投棄ごみ早期発見し撤収
を行うため。不法投棄物の早期発見や投棄箇所への投棄防止対策。

事業の進捗・達成状況・今後の予定

Ｒ３～
Ｒ６

パトロールの実施により抑止効果を期待できる。
事業費（千円）

担当課

事業
内容

年度） 施策の方向性と理由

新地町廃棄物の処理及び清掃に関する規則第１７条により、２９名（各地区
１名）委嘱しており、月１回程度の担当地区内の巡視等を行っている。（任
期は２年間）

■継続　　□充実　　□縮小
□廃止　　□終了　　□新規

町内河川等の水質調査を実施

不法投棄監視員を任命

不法投棄監視員を任命

不法投棄監視員を任命

町内河川等の水質調査を実施

事業
内容

年度） 施策の方向性と理由

町内主要河川や一般廃棄物最終処分場などの水質汚濁状況を監視するために
水質の測定を行う。

■継続　　□充実　　□縮小
□廃止　　□終了　　□新規

理由：

・事業実施の効果
水質を監視することにより水
質汚濁状況を確認するため。経年変化などの水質汚濁状況を監視することができる。

事業の進捗・達成状況・今後の予定
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２－４－２ 環境美化の推進

・事業全体の内容 （事業期間：Ｒ 3 年度～Ｒ 9

年度

国県支出金 地方債 その他 一般財源 計

Ｒ７ 39,622 39,622

Ｒ８ 39,622 39,622

Ｒ９ 39,622 39,622

２－４－２ 環境美化の推進

・事業全体の内容 （事業期間：Ｒ 7 年度～Ｒ 9

年度

国県支出金 地方債 その他 一般財源 計

Ｒ７ 7,823 1,000 8,823

Ｒ８ 7,500 1,000 8,500

Ｒ９ 7,500 1,000 8,500

２－４－３ 安定した水の供給

・事業全体の内容 （事業期間：Ｒ 7 年度～Ｒ 9

年度

国県支出金 地方債 その他 一般財源 計

Ｒ７ 0

Ｒ８ 0

Ｒ９ 0

家庭から排出されるごみの収集運搬

事業の進捗・達成状況・今後の予定

家庭から排出されるごみの収集運搬

家庭から排出されるごみの収集運搬

事業 生活ごみ収集運搬処理費
担当課

町民生活課

事業
内容

年度） 施策の方向性と理由

家庭から排出されるごみの収集運搬処理事業。

■継続　　□充実　　□縮小
□廃止　　□終了　　□新規

Ｒ３～
Ｒ６

ごみカレンダーのとおり収集を実施し適正に処理をしている。
事業費（千円）

理由：

・事業実施の効果

生活環境の維持のため。
快適な生活環境。

・事業実施の効果
道路・河川愛護活動に対する
支援をするため。環境の保全や交通安全、災害防止等が図られる。

事業 道路・河川愛護交付金事業
担当課

都市建設課

事業費（千円）

担当課

総務課

事業
内容

年度） 施策の方向性と理由

相馬地方広域水道企業団による給水業務により、安定した水の供給を行う。

■継続　　□充実　　□縮小
□廃止　　□終了　　□新規

理由：

・事業実施の効果

安定した水の供給ナショナルミニマムである上水道の安定供給
災害に強い施設の整備づくり。

事業の進捗・達成状況・今後の予定

事業 相馬地方広域水道企業団による給水業務

道路・河川愛護交付金

道路・河川愛護交付金

事業の進捗・達成状況・今後の予定

町民参加の道路・河川愛護作業を実施し、地域の愛着や理解を
深め、環境の保持に努めた。

事業費（千円）

道路・河川愛護交付金

事業
内容

年度） 施策の方向性と理由

町内全域にわたり、道路愛護作業及び河川愛護作業を実施する団体に交付金
を交付する。

■継続　　□充実　　□縮小
□廃止　　□終了　　□新規

理由：

水道使用料・各種負担金等

水道使用料・各種負担金等

水道使用料・各種負担金等

安定した水の供給を行えるよう、継続して相馬地方広域水道企
業団と連携を図る。
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２－４－４ 水洗化の推進

・事業全体の内容 （事業期間：Ｈ 3 年度～Ｒ 9

年度

国県支出金 地方債 その他 一般財源 計

Ｒ７ 2,929 4,971 7,900

Ｒ８ 2,929 4,971 7,900

Ｒ９ 2,929 4,971 7,900

２－４－４ 水洗化の推進

・事業全体の内容 （事業期間：Ｈ 12 年度～Ｒ 9

年度

国県支出金 地方債 その他 一般財源 計

Ｒ７ 5,600 5,600

Ｒ８ 5,600 5,600

Ｒ９ 5,600 5,600

２－４－４ 水洗化の推進

・事業全体の内容 （事業期間：Ｈ 12 年度～Ｒ 9

年度

国県支出金 地方債 その他 一般財源 計

Ｒ７ 2,100 2,100

Ｒ８ 2,100 2,100

Ｒ９ 2,100 2,100

施策の方向性と理由

公共用水域の水質保全のため、公共下水道区域内に汚水管を設置・維持　主
なスケジュール管理を行い生活環境の向上を図る。

■継続　　□充実　　□縮小
□廃止　　□終了　　□新規

理由：

循環型社会形成推進交付金を利用した補助事業、汚水処理普及向上を目標と
している。（接続数：７５９世帯、合併浄化槽普及率７２．４％(R6.4.1現
在)）

事業費（千円）

事業 合併処理浄化槽設置整備事業（一般）
担当課

町民生活課

浄化槽設置補助（年間２０件、撤去補助１件）

浄化槽設置補助（年間２０件、撤去補助１件）

浄化槽設置補助（年間２０件、撤去補助１件）

都市建設課

年度） 施策の方向性と理由

公共用水域の水質保全のため、集合処理区域外で生活雑排水を処理するため
に設置した個人の合併浄化槽に対し補助を行う。

事業 特定環境保全公共下水道事業

■継続　　□充実　　□縮小
□廃止　　□終了　　□新規

理由：

・事業実施の効果
公共用水域の水質保全と汚濁
防止のため。

公共桝の設置

Ｒ６
区域内公共桝の追加設置。（接続数：３７４世帯、普及率９
３．９％(R6.4.1現在)）

事業費（千円）

事業
内容

公共用水域の水質保全。

事業の進捗・達成状況・今後の予定

Ｒ６

事業
内容

■継続　　□充実　　□縮小
□廃止　　□終了　　□新規

理由：

・事業実施の効果
公共用水域の水質保全と汚濁
防止のため。

担当課

事業 農業集落排水整備事業

公共用水域の水質保全・水路の汚濁防止、生活環境の改善。

事業の進捗・達成状況・今後の予定

Ｒ６
区域内公共桝の追加設置。（接続数：１，３１２世帯、普及率
８７．７％(R6.4.1現在)）

事業費（千円）

担当課

都市建設課

事業
内容

年度）

公共桝の設置

公共桝の設置

公共用水域の水質保全・水路の汚濁防止、生活環境の改善。

事業の進捗・達成状況・今後の予定

公共桝の設置

公共桝の設置

公共桝の設置

公共用水域の水質保全と汚濁
防止のため。

・事業実施の効果

年度） 施策の方向性と理由

公共用水域の水質保全のため、農業集落排水区域内の接続を推進し、適正な
維持管理を行い生活環境の向上を図る。

17 ページ ２章



２－５ 緑の保全と活用

２－５－１ 健全な森林づくり

・事業全体の内容 （事業期間：Ｈ 25 年度～Ｒ 9

年度

国県支出金 地方債 その他 一般財源 計

Ｒ７ 400 400

Ｒ８ 400 400

Ｒ９ 400 400

２－５－１ 健全な森林づくり

・事業全体の内容 （事業期間：Ｈ 23 年度～Ｒ 9

年度

国県支出金 地方債 その他 一般財源 計

Ｒ７ 1,401 0 1,401

Ｒ８ 1,401 0 1,401

Ｒ９ 1,401 0 1,401

２－５－１ 健全な森林づくり

・事業全体の内容 （事業期間：Ｈ 25 年度～Ｒ 9

年度

国県支出金 地方債 その他 一般財源 計

Ｒ７ 45,020 45,020

Ｒ８ 33,620 33,620

Ｒ９ 33,620 33,620

事業
内容

年度） 施策の方向性と理由

放射性物質の影響により、利用可能な指標値を超える原木林については更新
に必要な伐採が停滞しているため、広葉樹林を対象に次世代への更新に必要
な伐採や作業道の整備を行う。

事業 広葉樹林再生事業

・事業実施の効果
計画区域の事業が完了してい
ないため。

■継続　　□充実　　□縮小
□廃止　　□終了　　□新規

理由：

放射性物質の影響により停滞する森林整備活動を活発にする。

担当課

産業振興課

事業の進捗・達成状況・今後の予定

Ｈ２５
～Ｒ６

更新に必要な伐採や作業道の整備を行った。
事業費（千円）

森林整備及び路網整備

森林整備及び路網整備

森林整備及び路網整備

年度） 施策の方向性と理由

鹿狼山周辺の森林は、自然環境保全及び観光に貢献しているため、森林維持
管理を図る。

■継続　　□充実　　□縮小
□廃止　　□終了　　□新規

理由：

・事業実施の効果
自然環境の保全と観光・交流
の推進を図るため。

森林環境学習及び親子参加の木工クラフト体験教室を実施

事業
内容

年度） 施策の方向性と理由

森林環境交付金を活用して、町内の小・中学校で森林学習を実施する。ま
た、親子参加の木工クラフト体験教室を行う。

■継続　　□充実　　□縮小
□廃止　　□終了　　□新規

理由：

森林環境学習及び体験教室により町民の森林づくりに参画する機会を高め
る。

事業 森林環境交付金事業
担当課

産業振興課

森林環境学習及び親子参加の木工クラフト体験教室を実施

・事業実施の効果
森林を守り育てる意識の醸成
に寄与するため。

森林環境学習及び親子参加の木工クラフト体験教室を実施

事業の進捗・達成状況・今後の予定

Ｈ２３
～Ｒ６

町内の小・中学校の児童生徒を対象に森林環境学習を行う経費を支援した。
また、親子参加の木工クラフト体験教室を行った。

事業費（千円）

事業 鹿狼山ふれあいとやすらぎの森等維持管理事業
担当課

産業振興課

鹿狼山施設維持管理及びふれあいとやすらぎの森の下刈りを実施

鹿狼山施設維持管理及びふれあいとやすらぎの森の下刈りを実施

自然環境保全及び観光に貢献。

事業の進捗・達成状況・今後の予定

Ｈ２５
～Ｒ６

施設の維持管理及び下刈りを行った。
事業費（千円）

鹿狼山施設維持管理及びふれあいとやすらぎの森の下刈りを実施

事業
内容
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２－５－１ 健全な森林づくり

・事業全体の内容 （事業期間：Ｈ 23 年度～Ｒ 9

年度

国県支出金 地方債 その他 一般財源 計

Ｒ７ 221 221

Ｒ８ 221 221

Ｒ９ 221 221

２－５－１ 健全な森林づくり

・事業全体の内容 （事業期間：Ｒ 1 年度～Ｒ 9

年度

国県支出金 地方債 その他 一般財源 計

Ｒ７ 3,726 3,726

Ｒ８ 3,726 3,726

Ｒ９ 3,726 3,726

２－５－２ 緑地の維持

・事業全体の内容 （事業期間：Ｒ 3 年度～Ｒ 9

年度

国県支出金 地方債 その他 一般財源 計

Ｒ７ 12,535 33,810 46,345

Ｒ８ 12,535 33,810 46,345

Ｒ９ 12,535 33,810 46,345

森林病害虫等の被害拡大防止と森林保護対策。

事業の進捗・達成状況・今後の予定

Ｈ２３
～Ｒ６

政令指定病害虫等の被害拡大防止と森林保護対策のため伐倒・
燻蒸を実施した。

事業費（千円）

政令指定病害虫等の被害拡大防止と森林保護対策のため伐倒・燻蒸を実施

事業
内容

・事業実施の効果

森林を保護するため。

意向調査

森林整備及び森林経営開始

事業の進捗・達成状況・今後の予定

Ｒ１
～Ｒ６

森林環境譲与税を活用し、森林の整備及び森林経営を行う。
事業費（千円）

意向調査準備

政令指定病害虫等の被害拡大防止と森林保護対策のため伐倒・燻蒸を実施

政令指定病害虫等の被害拡大防止と森林保護対策のため伐倒・燻蒸を実施

事業 森林経営管理制度
担当課

産業振興課

事業
内容

年度） 施策の方向性と理由

町内の手入れが行われていない森林について、所有者の意向を調査し、管理
を自分で行うことが難しい場合は、町が森林の管理を一定期間引き受け、森
林環境譲与税を活用し、森林の整備及び林業会社等による森林経営を行う。

 ■継続　　□充実　　□縮小
 □廃止　　□終了　　□新規

理由：

・事業実施の効果
森林環境の整備に取り組む必
要があるため。手入れ不足の森林を適切に経営・管理できる。

年度） 施策の方向性と理由

森林病害虫等の被害拡大防止と森林保護対策のため伐倒・燻蒸を実施。

■継続　　□充実　　□縮小
□廃止　　□終了　　□新規

理由：

産業振興課

担当課
事業 森林病害虫駆除事業

釣師防災緑地公園維持管理業務委託

釣師防災緑地公園維持管理業務委託

子どもたちの遊び場、親同士
や高齢者の交流の場として施
設の充実と適切な管理を行う
ため。

事業 釣師防災緑地公園の管理運営

釣師防災緑地公園維持管理業務委託

より充実した維持管理運営の実施により、町民はもちろん他地域との交流の
場として利活用される。

事業の進捗・達成状況・今後の予定

Ｒ３
～Ｒ６

釣師防災緑地公園維持管理業務委託により、公園の機能および
利用者ニーズに応じたサービスを提供した。

事業費（千円）

担当課

都市建設課

事業
内容

年度） 施策の方向性と理由

釣師防災緑地公園の適切な管理運営に努め、公園施設利用者により良いサー
ビスの提供をするための体制づくりを構築する。

■継続　　□充実　　□縮小
□廃止　　□終了　　□新規

理由：

・事業実施の効果
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２－５－２ 緑地の維持

・事業全体の内容 （事業期間：Ｒ 3 年度～Ｒ 9

年度

国県支出金 地方債 その他 一般財源 計

Ｒ７ 2,837 2,837

Ｒ８ 2,837 2,837

Ｒ９ 2,837 2,837

２－５－２ 緑地の維持

・事業全体の内容 （事業期間：Ｈ 23 年度～Ｒ 9

年度

国県支出金 地方債 その他 一般財源 計

Ｒ７ 23,317 23,317

Ｒ８ 28,000 28,000

Ｒ９ 28,000 28,000

２－５－２ 緑地の維持

・事業全体の内容 （事業期間：Ｒ 6 年度～Ｒ 9

年度

国県支出金 地方債 その他 一般財源 計

Ｒ７ 5,352 5,352

Ｒ８ 5,352 5,352

Ｒ９ 5,352 5,352

維持

維持

施設の充実を図ることにより、利用者の増加と新たな交流の場として利活用
される。

事業の進捗・達成状況・今後の予定

維持

Ｒ６ 炊事場を整備し、利用者の利便性向上を図った
事業費（千円）

担当課

都市建設課

事業
内容

年度） 施策の方向性と理由

釣師防災緑地公園施設の維持管理やニーズに合った施設の充実を図る。

■継続　　□充実　　□縮小
□廃止　　□終了　　□新規

事業 釣師防災緑地公園の施設の維持と充実

各施設の維持管理

町民交流の場となる。

事業の進捗・達成状況・今後の予定

Ｒ６
各施設の維持管理。（相馬地域開発記念緑地トイレ及び水生植
物園桟橋等修繕工事の実施等）

事業費（千円）

担当課

都市建設課

事業
内容

年度） 施策の方向性と理由

相馬地域開発記念緑地及び駅周辺公園、釣師浜漁港公園やポートパークしん
ちのトイレや広場など各施設の維持管理。

■継続　　□充実　　□縮小
□廃止　　□終了　　□新規

理由：

・事業実施の効果
町民交流の場として必要であ
る。

事業 相馬地域開発記念緑地や駅周辺公園等の維持管理

各施設の維持管理

各施設の維持管理

担当課

教育総務課
事業 総合公園施設の維持管理

総合公園施設（総合体育館、テニスコート、野球場、陸上競技場、こどもの森）の維持管理

総合公園施設（総合体育館、テニスコート、野球場、陸上競技場、こどもの森）の維持管理

施設の適切な維持管理を行うことにより町民等の交流や憩いの場を確保す
る。

事業の進捗・達成状況・今後の予定

Ｈ２３
～Ｒ６

総合公園施設の適切な管理運営に努め、施設の利用促進に繋げ
た。

事業費（千円）

事業
内容

年度） 施策の方向性と理由

子どもたちの身近な遊び場、親同士や高齢者の交流の場として、身近な公
園・緑地の充実と適切な管理運営を図る。
利用者のニーズを踏まえた運営維持管理を図る。

■継続　　□充実　　□縮小
□廃止　　□終了　　□新規

理由：

・事業実施の効果
公園・緑地の維持管理につい
て継続した取り組みが必要。

総合公園施設（総合体育館、テニスコート、野球場、陸上競技場、こどもの森）の維持管理

理由：

・事業実施の効果 施設利用者のニーズに合わせ
て施設を充実することで、利
用者の増加と満足度を高める
ため。
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